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告 示

高知県告示第496号

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」とい

う。）第 6条第 1項の規定による届出があったので、同条第 3項

において準用する法第 5条第 3項の規定により次のとおり告示す

る。

なお、法第 8条第 2項の規定により、この告示に係る大規模小

売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配

慮すべき事項について意見を述べようとする者は、 4に掲げる事

項を記載した書面をこの告示の日から 4月以内に高知県商工労働

部経営支援課に提出することができる。

平成30年 6月 8日

高知県知事　尾﨑　正直

1　届出の概要

( 1 )　届出者の名称

株式会社フジ　代表取締役　尾﨑　英雄

( 2 )　届出者の住所

愛媛県松山市宮西一丁目 2番 1号

( 3 )　大規模小売店舗の名称及び所在地

フジ須崎店

須崎市西町二丁目 7番15号

( 4 )　変更した事項

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）

（変更後）

( 5 )　変更年月日

平成28年 2月 8日

( 6 )　変更理由

テナント退店、代表者氏名の変更及び新規テナントの出店

のため

2　届出年月日

平成30年 5月 8日

3　届出書及び添付書類の縦覧場所

高知県商工労働部経営支援課

須崎市役所

4　意見書に記載すべき事項

( 1 )　氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏

名

( 2 )　事業者にあっては、その事業の種類及び沿革

( 3 )　意見を述べようとする大規模小売店舗の名称及び所在地

( 4 )　意見の内容

高知県告示第497号

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」とい

う。）第 6条第 2項の規定による届出があったので、同条第 3項

において準用する法第 5条第 3項の規定により次のとおり告示す

る。

なお、法第 8条第 2項の規定により、この告示に係る大規模小

売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配

慮すべき事項について意見を述べようとする者は、 4に掲げる事

項を記載した書面をこの告示の日から 4月以内に高知県商工労働

部経営支援課に提出することができる。

平成30年 6月 8日

高知県知事　尾﨑　正直

1　届出の概要

小売業者名

株式会社フジ

株式会社三城

有限会社写真のキタダ

イ

株式会社タカギベーカ

リー

株式会社青柳

株式会社大創産業

株式会社ちぐさ

明神　健児

三協衣料株式会社

代表者名

尾﨑　英雄

加納　誠治

北代　博

高木　誠一

和田　均

矢野　博丈

澤村　孝志

明神　健児

宮崎　文男

住所

愛媛県松山市宮

西一丁目 2番 1

号

神奈川県横浜市

港北区新横浜二

丁目15－16

須崎市東古市町

5－12

広島県広島市中

区鶴見町 2－19

　ルーテル平和

大通りビル

高知市大津乙

1741

広島県東広島市

西条町吉行 2－

19　賀茂工業団

地

高知市帯屋町二

丁目 2－15

須崎市山手町 6

－17

香川県観音寺市

観音寺町甲1131

小売業者名

株式会社フジ

株式会社三城

明神　健児

株式会社明屋書店

代表者名

尾﨑　英雄

澤田　将広

明神　健児

酒井　修

住所

愛媛県松山市宮

西一丁目 2番 1

号

東京都港区海岸

一丁目 2番 3号

須崎市山手町 6

－17

愛媛県松山市湊

町四丁目 1番地

19
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( 1 )　届出者の名称

株式会社フジ　代表取締役　尾﨑　英雄

( 2 )　届出者の住所

愛媛県松山市宮西一丁目 2番 1号

( 3 )　大規模小売店舗の名称及び所在地

フジ須崎店

須崎市西町二丁目 7番15号

( 4 )　変更しようとする事項

駐車場の自動車の出入口の数

（変更前） 3箇所

（変更後） 2箇所

( 5 )　変更年月日

平成30年 5月 8日

( 6 )　変更理由

駐車場南側の出入口 2箇所の間に設置されていた郵便ポス

トの移設に伴い、これらの出入口を 1箇所に集約するため

2　届出年月日

平成30年 5月 8日

3　届出書及び添付書類の縦覧場所

高知県商工労働部経営支援課

須崎市役所

4　意見書に記載すべき事項

( 1 )　氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏

名

( 2 )　事業者にあっては、その事業の種類及び沿革

( 3 )　意見を述べようとする大規模小売店舗の名称及び所在地

( 4 )　意見の内容

高知県告示第498号

平成30年 3 月高知県告示第154号で告示した指定施業要件の変

更予定に係る保安林の森林所有者の所在が不分明であるので、森

林法（昭和26年法律第249号）第189条の規定により、保安林の指

定施業要件を変更する予定の通知の内容を関係市役所に掲示する

とともに、次のとおりその要旨を告示する。

平成30年 6月 8日

　　　　　　　　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直

1　所在不分明の森林所有者

( 1 )ア　登記簿記載の住所

　　中村市一条通一丁目68番地

イ　氏名

　　川村　洋之

( 2 )ア　登記簿記載の住所

　　　　宿毛市小深浦711番地 3

イ　氏名

　　共同組合西部木材センター

( 3 )ア　登記簿記載の住所

　　中村市具同130番地 7

イ　氏名

　　西村　卓信

( 4 )ア　登記簿記載の住所

　　　　高知市永国寺町 6番13号

イ　氏名

　　高知県信用保証協会

( 5 )ア　登記簿記載の住所

　　　　幡多郡大川筋村勝間20番屋敷

イ　氏名

　　三浦　栄助

( 6 )ア　登記簿記載の住所

　　　　幡多郡大川筋村勝間

イ　氏名

　　竹内　包道

( 7 )ア　登記簿記載の住所

　　　　高知市浦戸町71番地

イ　氏名

　　　　樫本　寅

( 8 )ア　登記簿記載の住所

　　　　高知市大津乙878番地 1

イ　氏名

　　坂本　造

( 9 )ア　登記簿記載の住所

　　　　室戸市吉良川町甲2829番地

イ　氏名

　　安岡　市太郎

(10)ア　登記簿記載の住所

　　　　室戸市吉良川町585番屋敷

イ　氏名

　　安岡　市太郎

(11)ア　登記簿記載の住所

　　　　室戸市元160番屋敷

イ　氏名

　　中野　敏子

(12)ア　登記簿記載の住所

　　　　室戸市室戸岬町3749番地

イ　氏名

　　山中　初亀

(13)ア　登記簿記載の住所

　　　　室戸市室戸岬町626番地

イ　氏名

　　小野　正章

(14)ア　登記簿記載の住所

　　　　室戸市室戸岬町633番地

イ　氏名

　　多田　英男

(15)ア　登記簿記載の住所

　　　　室戸市室津1015番地

イ　氏名

　　和田　愛次郎

(16)ア　登記簿記載の住所

　　　　室戸市室津10番屋敷

イ　氏名

　　　　谷本　吉太郎

(17)ア　登記簿記載の住所

　　　　室戸市室津1136番地

イ　氏名

　　谷畑　米次

(18)ア　登記簿記載の住所

　　　　室戸市室津1143番地

イ　氏名

　　一円　鶴代

(19)ア　登記簿記載の住所

　　　　室戸市室津1280番地

イ　氏名

　　中屋　幸十郎

(20)ア　登記簿記載の住所

　　　　室戸市室津12番屋敷

イ　氏名

　　山本　金太郎

(21)ア　登記簿記載の住所

　　　　室戸市室津139番屋敷

イ　氏名

　　町田　泰次

(22)ア　登記簿記載の住所

　　　　室戸市室津1664番地

イ　氏名

　　山田　八五郎

(23)ア　登記簿記載の住所

　　　　室戸市室津1782番地

イ　氏名

　　川田　一

(24)ア　登記簿記載の住所

　　　　室戸市室津2644番地

イ　氏名

　　　　改田　佳雄

(25)ア　登記簿記載の住所

　　　　室戸市室津373番地

イ　氏名
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　　秋田　宮寿

(26)ア　登記簿記載の住所

　　　　室戸市室津38番屋敷

イ　氏名

　　和田　熊太郎

(27)ア　登記簿記載の住所

　　　　室戸市室津38番屋敷

イ　氏名

　　和田　耕

(28)ア　登記簿記載の住所

　　　　室戸市室津51番屋敷

イ　氏名

　　植田　多之助

(29)ア　登記簿記載の住所

　　　　室戸市室津73番屋敷

イ　氏名

　　中屋　伊三次

(30)ア　登記簿記載の住所

　　　　室戸市室津79番屋敷

イ　氏名

　　田所　市松

(31)ア　登記簿記載の住所

　　　　室戸市室津79番屋敷

イ　氏名

　　田所　直太郎

(32)ア　登記簿記載の住所

　　　　室戸市室津896番地

イ　氏名

　　　　池田　たつ

(33)ア　登記簿記載の住所

　　　　室戸市室津952番地 3号

イ　氏名

　　田村　伊勢松

(34)ア　登記簿記載の住所

　　　　安芸郡室戸町浮津358番屋敷

イ　氏名

　　山本　千代一

(35)ア　登記簿記載の住所

　　　　室戸市浮津374番屋敷

イ　氏名

　　谷岡　嘉子

(36)ア　登記簿記載の住所

　　　　安芸郡室戸町浮津418番屋敷

イ　氏名

　　竹村　熊次郎

(37)ア　登記簿記載の住所

　　　　安芸郡室戸町浮津464番地ロ号

イ　氏名

　　浜窪　源吉

(38)ア　登記簿記載の住所

　　　　安芸郡室戸町浮津469番地イ号

イ　氏名

　　株式会社有島屋呉服店

(39)ア　登記簿記載の住所

　　　　室戸市浮津491番地

イ　氏名

　　米沢　菊衛

(40)ア　登記簿記載の住所

　　　　安芸郡室戸町浮津652番地

イ　氏名

　　　　宮崎　八十八

(41)ア　登記簿記載の住所

　　　　安芸郡室戸町浮津737番地

イ　氏名

　　山崎　米治

(42)ア　登記簿記載の住所

　　　　室戸市領家55番地 2号

イ　氏名

　　篠原　孝

(43)ア　登記簿記載の住所

　　　　室戸市領家57番地

イ　氏名

　　町田　泰雄

(44)ア　登記簿記載の住所

　　　　高知市愛宕山90番地 1

イ　氏名

　　竹村　啓介

(45)ア　登記簿記載の住所

　　　　高知市横浜78番地 1

イ　氏名

　　坂本　正道

(46)ア　登記簿記載の住所

　　　　高知市潮新町一丁目10番17号

イ　氏名

　　浜口　松寿

(47)ア　登記簿記載の住所

　　　　室戸市室津1015番地

イ　氏名

　　和田　耕一

(48)ア　登記簿記載の住所

　　　　室戸市室津1143番地

イ　氏名

　　　　一円　積穂

(49)ア　登記簿記載の住所

　　　　室戸市室津1283番地

イ　氏名

　　尾上　佳生

(50)ア　登記簿記載の住所

　　　　室戸市室津1375番地

イ　氏名

　　上松　義喜

(51)ア　登記簿記載の住所

　　　　室戸市室津1509番地

イ　氏名

　　久保　重吉

(52)ア　登記簿記載の住所

　　　　室戸市室津1641番地

イ　氏名

　　稲垣　徳重

(53)ア　登記簿記載の住所

　　　　室戸市室津1669番地

イ　氏名

　　窪田　覚次

(54)ア　登記簿記載の住所

　　　　室戸市室津1674番地

イ　氏名

　　岡崎　左門

(55)ア　登記簿記載の住所

　　　　室戸市室津1675番地

イ　氏名

　　西村　忠三

(56)ア　登記簿記載の住所

　　　　室戸市室津1694番地 3

イ　氏名

　　　　前田　陽三

(57)ア　登記簿記載の住所

　　　　室戸市室津1740番地 4

イ　氏名

　　山脇　増恵

(58)ア　登記簿記載の住所

　　　　室戸市室津2253番地 3

イ　氏名

　　中野　金夫

(59)ア　登記簿記載の住所

　　　　室戸市室津3140番地 6号
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イ　氏名

　　公文　憲夫

(60)ア　登記簿記載の住所

　　　　室戸市室津3142番地

イ　氏名

　　西村　春美

(61)ア　登記簿記載の住所

　　　　室戸市室津3242番地 1

イ　氏名

　　藤戸　儀美

(62)ア　登記簿記載の住所

　　　　室戸市室津373番地

イ　氏名

　　秋田　徳太郎

(63)ア　登記簿記載の住所

　　　　室戸市室津40番屋敷

イ　氏名

　　大久保　亀次郎

(64)ア　登記簿記載の住所

　　　　室戸市室津808番地 1

イ　氏名

　　　　谷口　新耕

(65)ア　登記簿記載の住所

　　　　室戸市室津888番地

イ　氏名

　　久保　善吉

(66)ア　登記簿記載の住所

　　　　室戸市室津896番地

イ　氏名

　　久保　量

(67)ア　登記簿記載の住所

　　　　室戸市室津952番地 3号

イ　氏名

　　田村　一男

(68)ア　登記簿記載の住所

　　　　室戸市室津953番地ロ号

イ　氏名

　　影本　勝正

(69)ア　登記簿記載の住所

　　　　室戸市室津972番地

イ　氏名

　　田渕　儀忠

(70)ア　登記簿記載の住所

　　　　室戸市室津973番地

イ　氏名

　　山本　房市

(71)ア　登記簿記載の住所

　　　　安芸郡室戸町浮津240番屋敷

イ　氏名

　　黒原　亀三郎

(72)ア　登記簿記載の住所

　　　　安芸郡室戸町浮津240番屋敷

イ　氏名

　　　　黒原　亀太郎

(73)ア　登記簿記載の住所

　　　　室戸市領家55番 2号

イ　氏名

　　篠原　政男

(74)ア　登記簿記載の住所

　　　　東京都渋谷区東三丁目 8番21号

イ　氏名

　　松村　建夫

(75)ア　登記簿記載の住所

　　　　兵庫県尼崎市西昆陽字ヨウダ16番地 2

イ　氏名

　　町田　矩一

(76)ア　登記簿記載の住所

　　　　東京都文京区後楽一丁目 7番12号

イ　氏名

　　社団法人日本木材信用協会

2　保安林の指定施業要件を変更する予定の通知の要旨

( 1 )　指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び保

安林として指定された目的

次に掲げる告示で定めるところによる。

昭和60年 4月農林水産省告示第567号

( 2 )　変更後の指定施業要件

立木の伐採の方法、立木の伐採の限度並びに植栽の方法・

期間及び樹種について

高知県告示第499号

国土交通省国土地理院長から平成29年10月高知県告示第687号

（基本測量の実施の通知）で告示した基本測量が平成30年 3月23

日に終わった旨の通知があったので、測量法（昭和24年法律第

188号）第14条第 3項の規定により告示する。

平成30年 6月 8日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県告示第500号

国土交通省四国地方整備局土佐国道事務所長から次のとおり公

共測量を実施する旨の通知を平成30年 5月10日に受けたので、測

量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14

条第 3項の規定により告示する。

平成30年 6月 8日

高知県知事　尾﨑　正直

1　作業種類

公共測量（基準点測量）

2　作業期間

平成30年 4月 9日から平成30年10月31日まで

3　作業地域

安芸郡芸西村和食地内

公　　　　　　　告

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定によ

り、高幡土地改良区から次のとおり退任及び就任した役員の届出

があった。

平成30年 6月 8日

高知県知事　尾﨑　正直

役名　　　氏　名　　　　住　　　　　　　所

（退任）

　理事　　武吉　利秋　高岡郡四万十町大向　       124番地 2

  〃　　　坂元　　穗　〃    〃　　　高野　       429番地

  〃　　　國枝　政澄　〃　　〃　　　平野　       335番地

  〃　　　宮𦚰　春男　〃　　〃　　　上宮　       465番地

  〃　　　勢田　政志  〃　　中土佐町大野見神母野 928番地

〃　　　岡田　方文　〃　　津野町船戸　　       283番地

〃　　　髙瀬　満伸　〃　　四万十町小野　       528番地 2

〃　　　池田　洋光  〃　　中土佐町久礼　　　　　98番地

〃　　　池田　三男　〃　　津野町白石甲　　    1021番地

  監事    下元　年男  〃    中土佐町大野見長野　 162番地

〃　    谷脇　健司  〃　　四万十町大向　       218番地

（就任）

　理事　　武吉　利秋　高岡郡四万十町大向　       124番地 2

  〃　　　坂元　　穗　〃    〃　　　高野　       429番地

  〃　　　國枝　政澄　〃　　〃　　　平野　       335番地

  〃　　　宮𦚰　春男　〃　　〃　　　上宮　       465番地

  〃　　　勢田　政志  〃　　中土佐町大野見神母野 928番地

〃　　　岡田　方文　〃　　津野町船戸　　       283番地

〃　　　中尾　博憲　〃　　四万十町金上野       497番地

〃　　　池田　洋光  〃　　中土佐町久礼　　　　　98番地

〃　　　池田　三男　〃　　津野町白石甲　　    1021番地

監事　  谷脇　健司  〃　　四万十町大向　       218番地

〃　    森　　　林  〃　　中土佐町大野見長野　 122番地

公 安 委 員 会 告 示

高知県公安委員会告示第 9号
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警備業法（昭和47年法律第117号。以下「法」という。）第22

条第 2項第 1号に規定する警備員指導教育責任者講習（以下「講

習」という。）を次のとおり実施する。

平成30年 6月 8日

高知県公安委員会委員長　西山　彰一

1　講習に係る警備業務の区分、種別、実施期日及び実施場所

( 1 )　警備業務の区分

法第 2条第 1項第 3号に規定する警備業務（以下「 3号業

務」という。）

( 2 )　種別

ア　法第22条第 2項の警備員指導教育責任者資格者証及び警

備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等

に関する規則（昭和58年国家公安委員会規則第 2号。以下

「講習規則」という。）第 7条第 1項に規定する警備員指

導教育責任者講習修了証明書（以下「資格者証等」とい

う。）の交付を受けていない者に対して行う講習（以下

「新規取得講習」という。）

イ　講習規則第 6条第 1項の講習（以下「追加取得講習」と

いう。）

( 3 )　実施期日

ア　新規取得講習

平成30年 9 月 4日（火）から同月12日（水）まで（日曜

日及び土曜日を除く。）の 7日間

イ　追加取得講習

平成30年 9 月10日（月）から同月12日までの 3日間

( 4 )　実施場所

吾川郡いの町天王北一丁目14番地

高知県立高知青少年の家

2　受講者定員

受講者定員は、次のとおりとする。ただし、次のいずれかの

種別の講習が定員に満たない場合は、一方の定員を増員する。

( 1 )　新規取得講習　25人

( 2 )　追加取得講習　 5人

3　受講資格者

( 1 )　新規取得講習

受講申込み時において、次のいずれかに該当する者とす

る。

ア　最近 5年間に 3号業務の区分に係る警備業務に従事し

た期間が通算して 3年以上である者

イ　警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委

員会規則第20号。以下「検定規則」という。）第 4条に

規定する 1 級の検定（ 3 号業務の区分に係るものに限

る。以下「 1級検定」という。）に係る法第23条第 4項

の合格証明書（以下「合格証明書」という。）の交付を

受けている者

ウ　検定規則第 4条に規定する 2級の検定（ 3号業務の区

分に係るものに限る。以下「 2級検定」という。）に係

る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該

合格証明書の交付を受けた後、継続して 1年以上 3号業

務の区分に係る警備業務に従事しているもの

エ　検定規則附則第 3条の規定による廃止前の警備員等の

検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第 5

号。以下「旧検定規則」という。）第 1条第 2項に規定

する 1級の検定（ 3号業務の区分に係るものに限る。以

下「旧 1級検定」という。）に合格した者

オ　旧検定規則第 1条第 2項に規定する 2級の検定（ 3号

業務の区分に係るものに限る。以下「旧 2級検定」とい

う。）に合格した警備員であって、旧 2級検定に合格し

た後、継続して 1年以上 3号業務の区分に係る警備業務

に従事しているもの

( 2 )　追加取得講習

受講申込み時において、 3号業務以外の警備業務の区分に

係る資格者証等の交付を受けている者であって、( 1 )のいず

れかに該当するものとする。

4　受講希望の事前申込み及び受講予定者の確定方法

( 1 )　受講希望の事前申込方法

ア　新規取得講習又は追加取得講習の受講を希望する者（以

下「受講希望者」という。）は、県内の各警察署又は一般

社団法人高知県警備業協会（高知市本町二丁目 3番31号　

ＬＳビル 3階。以下「高知県警備業協会」という。）で交

付する警備員指導教育責任者講習ＦＡＸ申込書（以下「申

込書」という。）により事前申込みを行うこと。

イ　申込書の受付は、高知県警備業協会に設置するファクシ

ミリ（ファクシミリ番号088－871－4760）により行う。

ウ　申込みは、 1 通につき 1 名とし、 1 回の送信での受付

は、 1通のみとする。

( 2 )　事前申込みの受付期間

ア　平成30年 8月 6日（月）及び 7日（火）の午前 9時から

午後 4時までの間とする。

イ　受付時間外に受信した申込書は、無効とする。

なお、受信時間の確認は、申込書の受付に使用するファ

クシミリの表示時間によって行う。

( 3 )　受講予定者の確定方法

ア　受講予定者の確定方法は、申込書の先着順とする。

イ　受講予定者に確定した受講希望者には、平成30年 8月 8

日（水）に、高知県警備業協会が電話により確定通知を行

う。

ウ　確定通知を受けた受講希望者は、高知県警備業協会にお

いて、警備員指導教育責任者講習受講希望申込確認書（以

下「受講申込確認書」という。）の交付を受けること。

5　受講申込手続

受講申込確認書の交付を受けた者は、次のとおり受講申込み

の手続を行うこと。

( 1 )　受講申込書等の提出期間

平成30年 8月13日（月）から同月15日（水）までの午前

8時30分から午後 5時までの間とする。

なお、提出期間内に受講申込みの手続を行わなかった場

合は、受講予定者に確定していることを無効とする。

( 2 )　受講申込書等の提出先

高知県内に住所を有する者にあっては住所地を管轄する

警察署とし、高知県外に住所を有する者にあっては高知県

内の最寄りの警察署とする。

( 3 )　提出書類

ア　受講申込書（講習規則第 4条第 1項に規定する別記様

式第 1号の受講申込書に必要事項を記入の上、受講申込

みの手続を行う者の写真（受講申込書の提出前 6月以内

に撮影した無帽、正面、無背景の顔写真）を貼り付けた

もの）　 1通

イ　 3の受講資格者に該当することを疎明する次の書面　

1通

(ア)　 3の( 1 )のアに該当する者にあっては、 3号業務

の区分に係る警備業務に従事していたことを疎明する

警備業者等の作成に係る書面（以下「警備業務従事証

明書」という。）及び履歴書

(イ)　 3の( 1 )のイに該当する者にあっては、 1級検定

に係る合格証明書の写し

(ウ)　 3の( 1 )のウに該当する者にあっては、 2級検定

に係る合格証明書の写し及び警備業務従事証明書

(エ)　 3の( 1 )のエに該当する者にあっては、旧 1級検

定に係る旧検定規則第 8 条に規定する合格証（以下

「合格証」という。）の写し

(オ)　 3の( 1 )のオに該当する者にあっては、旧 2級検

定に係る合格証の写し及び警備業務従事証明書

ウ　追加取得講習を受講しようとする者にあっては、交付

を受けている資格者証等の写し　 1通

エ　受講申込確認書　 1通

( 4 )　受講申込書等の提出方法

受講申込書等の提出は、講習を受講しようとする者が直

接行うこと。

なお、郵送又は代理人による提出は、認めない。

6　受講手数料の額並びに納付の時期及び方法

講習を受講しようとする者は、受講手数料として、新規取得

講習にあっては38,000円、追加取得講習にあっては14,000円の

額に相当する高知県収入証紙を受講申込書等の提出時に納付す

ること。
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なお、納付された受講手数料は、返還しない。

7　講習の委託

講習は、高知県警備業協会に委託して実施する。

8　講習に関する問い合わせ先

( 1 )　高知県警備業協会（電話番号088－824－3404）

( 2 )　高知県警察本部生活安全部生活安全企画課警備業係（電

話番号088－826－0110内線3022、3024）又は県内の各警察署

警備業担当係

高知県公安委員会告示第10号

警備業法（昭和47年法律第117号）第23条第 1 項に規定する警

備員又は警備員になろうとする者に対する検定を次のとおり実施

する。

平成30年 6月 8日

高知県公安委員会委員長　西山　彰一

1　検定を実施する警備業務の種別及び級

貴重品運搬警備業務　 2級

2　検定の実施日及び開始時間並びに実施場所

( 1 )　検定の実施日及び開始時間

平成30年 9 月 7日（金）午前 9時

( 2 )　検定の実施場所

松山市上野町甲650番地

えひめ青少年ふれあいセンター

3　検定の実施予定人員

10人

4　受検資格者

高知県内に住所を有する者（以下「県内に住所を有する者」

という。）又は高知県外に住所を有する者で高知県内に設けら

れた警備業の営業所に所属する警備員（以下「県外に住所を有

する警備員」という。）とする。

5　検定の方法

学科試験及び実技試験により行い、合格基準は、それぞれ90

パーセント以上の成績であることとする。ただし、学科試験に

合格しなかった者に対しては、実技試験を行わない。

( 1 )　学科試験

ア　警備業務に関する基本的な事項

イ　法令に関すること。

ウ　貴重品運搬警備業務を実施するために使用する車両

（以下「貴重品運搬警備業務用車両」という。）並びに

車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。

エ　運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗

難等の事故が発生した場合における応急の措置に関する

こと。

( 2 )　実技試験

ア　貴重品運搬警備業務用車両並びに車両による伴走及び

周囲の見張りに関すること。

イ　運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗

難等の事故が発生した場合における応急の措置に関する

こと。

6　検定の申請手続

検定を受けようとする者は、次のとおり検定の申請手続を行

うこと。

( 1 )　検定の申請の受付期間

平成30年 7月30日（月）から同年 8月 3日（金）までの

午前 8時30分から午後 5時までの間とする。

( 2 )　検定申請書等の提出方法

検定申請書等は、県内に住所を有する者にあっては住所

地を管轄する警察署に、県外に住所を有する警備員にあっ

てはその属する営業所の所在地を管轄する警察署に提出す

ること。

なお、郵送又は代理人による申請は、受け付けない。

( 3 )　提出書類等

ア　検定申請書　 1通

イ　県内に住所を有する者にあっては住所地を疎明する書

面、県外に住所を有する警備員にあっては当該営業所に

属することを疎明する書面　 1 通（現に警備員であっ

て、住所地及びその属する営業所の所在地の両方を高知

県内に有するものにあっては、いずれも提出することを

要しない。）

ウ　写真（検定の申請前 6月以内に撮影した無帽、正面、

上三分身、無背景の縦3.0センチメートル、横2.4センチ

メートルのもので、その裏面に氏名及び撮影年月日を記

載したもの）　 2枚

( 4 )　受検対象者の確定方法

受検対象者の確定方法は、先着順とし、検定の実施予定

人員に達した時点で検定の申請の受付を締め切る。

( 5 )　受検票の交付

受検対象者として確定した者に対しては、検定申請書等

を受理した警察署において受検票を交付する。

7　検定手数料の額並びに納付の時期及び方法

検定を受けようとする者は、検定手数料として、16,000円の

額に相当する高知県収入証紙を検定申請書等の提出時に納付す

ること。

なお、納付された検定手数料は、返還しない。

8　検定の実施に関し必要な事項

( 1 )　受検時の服装

警備員にあっては制服とし、その他の者にあっては実技試

験を受けられる服装（ジャージ及びＴシャツは、不可）とす

ること。

( 2 )　持参品

ア　受検票

イ　筆記用具

ウ　帽子（制服で使用している帽子、ヘルメット等）又は運

動帽

エ　室内用運動靴

オ　昼食（学科試験に合格した場合に必要となる。）

9　その他

この検定は、徳島県公安委員会、香川県公安委員会、愛媛県

公安委員会及び高知県公安委員会が共同で実施する。

10　検定の実施に関する問い合わせ先

高知県警察本部生活安全部生活安全企画課警備業係（電話番

号088－826－0110内線3022、3024）又は県内の各警察署警備業

担当係

高知県公安委員会告示第11号

警備業法の一部を改正する法律（平成16年法律第50号）附則第

5 条の規定による審査のうち、警備員等の検定等に関する規則

（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則」とい

う。）附則第 7条第 1項の規定による検定合格者審査（以下「審

査」という。）を次のとおり実施する。

平成30年 6月 8日

高知県公安委員会委員長　西山　彰一

1　審査の区分、実施日及び開始時間並びに実施場所

( 1 )　審査の区分

検定規則附則第 6条各号に掲げる審査の区分のうち、全て

の警備業務に係る 1級及び 2級の審査

( 2 )　審査の実施日及び開始時間

平成30年 8月24日（金）午前 9時30分

( 3 )　審査の実施場所

高知市丸ノ内二丁目 4番30号

高知県警察本部

2　審査の実施予定人員

10人

3　審査の対象者

検定規則附則第 3条の規定による廃止前の警備員等の検定に

関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第 5号）第 1条第 2

項の規定により行われた 1級の検定又は同項の規定により行わ

れた 2級の検定の合格証（以下「旧検定合格証」という。）の

交付を受けている者であって、高知県内に住所地（現に警備員

である場合は、その属する営業所の所在地を含む。）を有する

もの又は高知県公安委員会から交付された旧検定合格証を保有

するものとする。

4　審査の方法

1級及び 2級の審査とも、学科試験及び実技試験とし、合格

基準は、それぞれ90パーセント以上の成績であることとする。

ただし、学科試験に合格しなかった者に対しては、実技試験を

行わない。
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( 1 )　学科試験

ア　警備業務に関する基本的な事項

イ　法令に関すること。

ウ　警備業務の実施に関すること。

エ　警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措

置に関すること。

( 2 )　実技試験

警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置

に関すること。

5　審査の申請手続

審査を受けようとする者は、次のとおり審査の申請手続を行

うこと。ただし、審査の実施予定人員に達した時点で申込みを

締め切る。

( 1 )　審査の申請の受付期間

平成30年 7月30日（月）から同年 8月 3日（金）までの

午前 8時30分から午後 5時までの間とする。

( 2 )　審査申請書等の提出先

ア　審査を受けようとする者の住所地を管轄する警察署

イ　現に警備員である者で、高知県内に住所地を有しない

ものにあっては、その属する営業所の所在地を管轄する

警察署

ウ　高知県公安委員会から交付された旧検定合格証を保有

する者で、高知県内に住所地及びその属する営業所のい

ずれも有しないものにあっては、旧検定合格証の交付を

受けた警察署

( 3 )　提出書類等

ア　審査申請書　 1通

イ　高知県以外の公安委員会から交付された旧検定合格証

を保有する者で、高知県内に住所地又はその属する営業

所を有するものにあっては、当該住所地を疎明する書面

又は当該営業所に属することを疎明する書面　 1通

ウ　写真（審査の申請前 6月以内に撮影した無帽、正面、

上三分身、無背景の縦3.0センチメートル、横2.4センチ

メートルのもので、その裏面に氏名及び撮影年月日を記

載したもの）　 1枚

エ　審査の申請に係る旧検定合格証の写し　 1通

( 4 )　審査申請書等の提出方法

審査申請書等の提出は、審査を受けようとする者が直接

行うこと。

なお、郵送又は代理人による申請は、受け付けない。

6　審査申請手数料の額並びに納付の時期及び方法

審査を受けようとする者は、審査申請手数料として、4,700

円の額に相当する高知県収入証紙を審査申請時に納付するこ

と。

なお、納付された審査申請手数料は、返還しない。

7　審査の実施に関し必要な事項

審査に係る学科試験及び実技試験を受験するときは、旧検定

合格証を持参すること。

8　審査の実施に関する問い合わせ先

高知県警察本部生活安全部生活安全企画課警備業係（電話番

号088－826－0110内線3022、3024）又は県内の各警察署警備業

担当係

入 札 公 告

政府調達に関する協定の適用を受ける調達を、次のとおり一般

競争入札に付する。

平成30年 6月 8日

高知県警察本部長　小柳　誠二

1　入札に付する事項

( 1 )　特定役務の名称及び数量

高知警察署庁舎新築建築主体工事　一式

( 2 )　特定役務の特質等

入札説明書による。

( 3 )　特定役務の完成期限

平成33年12月10日

( 4 )　特定役務の施行場所

高知市北本町一丁目1702番

( 5 )　入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の100分の 8 に相当する額を加算した金額（当該金額に 1

円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとす

る。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積

もった契約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載

すること。

2　入札参加資格

次に掲げる全ての要件を満たし、かつ、 4の( 3 )により事前

にこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受けた

者は、この一般競争入札に参加することができる。

( 1 )　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の

4の規定に該当しない者であること。

( 2 )　次に掲げる要件のいずれにも該当しない者であるこ

と。ただし、イからエまでについては、当該手続開始の決

定がなされた後、知事が別に定める手続に基づく高知県建

設工事競争入札参加資格の再認定を受けている者について

は、この限りでない。

ア　破産法（平成16年法律第75号）第18条第 1項又は第19

条第 1項若しくは第 2項の規定に基づく破産手続開始の

申立てを行った者

イ　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手

続開始の申立てを行った者

ウ　特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法

律（平成11年法律第158号）に基づく特定債務等の調整

に係る調停の申立てを行った者

エ　民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手

続開始の申立てを行った者

( 3 )　この入札公告の日から開札の日までの間に、高知県建

設工事指名停止措置要綱（平成17年 8 月高知県告示第598

号）又は指名回避措置基準要領（平成17年 8月25日付け17

高建管第223号高知県土木部長通知）に基づく指名停止等

の措置を受けていない者であること。

( 4 )　この入札公告の日から開札の日までの間に、平成30年

度に県が発注する建設工事の特定調達契約に係る一般競争

入札の参加者の資格等（平成30年 3 月高知県告示第194

号。以下「告示」という。） 1の( 1 )のカに該当し、告示

5の規定により入札参加資格の取消しを受けていないこと

及び告示 1の( 1 )のカに該当しないこと。

( 5 )　( 1 )から( 4 )までに掲げるもののほか、入札説明書に

示した入札参加資格要件を満たす者であること。

3　契約条項を示す場所等

( 1 )　契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合

わせ先

郵便番号780－8544

高知市丸ノ内二丁目 4－30

高知県警察本部警務部装備施設課管財係

電話番号088－826－0110（内線2263）

( 2 )　入札説明書の交付方法

ア　手渡しによる交付の場合

平成30年 6 月 8 日（金）から同年 7 月 2 日（月）まで

（日曜日及び土曜日を除く。）の間に( 1 )の交付場所で交

付する。

イ　ダウンロードによる交付の場合

平成30年 6月 8日午前 9時から同年 7月 2日午後 5時ま

で の 間 に 、 高 知 県 入 札 情 報 シ ス テ ム

（https://ppi.pref.kochi.lg.jp/JuchuWeb/）又は高知県

警 察 ホ ー ム ペ ー ジ （ 入 札 ・ 公 告 情 報 ）

（http://www.police.pref.kochi.lg.jp/sections/keimu/

kaikei/nyuusatu/nyuusatu.html）で交付する。

( 3 )　入札及び開札の日時、方法等

ア　入札

(ア)　高知県電子入札システムによる入札

平成30年 7月13日（金）から同月18日（水）まで（日

曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律（昭和23

年法律第178号）第 3 条に規定する休日を除く。）の間
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の高知県電子入札システムの稼働時間（午前 9時から午

後 8時まで）中に同システムより行うこと。

(イ)　紙入札による入札

持参又は書留郵便によるものとし、平成30年 7月18日

午後 5時までに( 1 )の交付場所に必着すること。

イ　開札

平成30年 7月20日（金）午前 9時から( 1 )の交付場所に

おいて高知県電子入札システムにより行う。

4　その他

( 1 )　入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

( 2 )　入札保証金及び契約保証金

高知県契約規則（昭和39年高知県規則第12号。以下「規

則」という。）第 9条、第10条及び第39条から第41条までの

規定による。

( 3 )　入札に参加を希望する者に求められる事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書に示

した入札参加資格要件を満たすことを証明する書類を平成30

年 7月 2日午後 5時までに 3の( 1 )の交付場所に提出し、こ

の一般競争入札に参加する資格があることの確認を受けなけ

ればならない。また、開札の日までの間において、高知県警

察本部長から当該書類等に関し説明を求められた場合は、こ

れに応じなければならない。

なお、紙入札による参加を希望する場合は、紙入札による

参加届出書を平成30年 7月 2日午後 5時までに 3の( 1 )の交

付場所に提出しなければならない。

( 4 )　入札の無効

この入札公告に示した入札参加資格のない者がした入札、

入札者に求められる義務を履行しなかった者がした入札その

他規則第21条各号のいずれかに該当する入札は、無効とす

る。

( 5 )　落札者の決定方法等

この入札は、予定価格（事後公表とする。）の制限の範囲

内で、有効な入札を行った入札者を対象者として、低入札価

格調査制度を適用するとともに、入札前に施工計画等に関す

る技術提案を受け、価格以外の要素と価格とを総合的に評価

して落札決定を行う施工体制確認型総合評価方式（技術提案

型）により落札者を決定する。ただし、落札者が、開札の日

から契約を締結する日までの間に、告示 1の( 1 )のカに該当

し、告示 5の規定により入札参加資格の取消しを受けたとき

又は告示 1の( 1 )のカに該当したときは、当該落札者と契約

は締結しないものとする。

( 6 )　手続における交渉の有無

無

( 7 )　契約書作成の要否

要

( 8 )　資格審査に関する事項

入札説明書による。

( 9 )　契約の締結

この入札公告に示した工事の請負契約の締結に当たって

は、高知県契約条例（昭和39年高知県条例第 2号）第 2条の

規定により高知県議会の議決を要するため、落札者の決定後

に仮契約を締結し、当該議決を得た後、県が落札者に対して

当該仮契約を本契約とする旨の意思表示をしたときに本契約

として確定する。

(10)　関連情報を入手するための照会窓口

3の( 1 )に同じ。

(11)　詳細は、入札説明書による。

5　Summary

( 1 )　Nature and quantity of the operations to be 

provided: Construction work of the new office

building of Kochi Police Station

( 2 )　Deadline for the submission of documents to 

certify the qualification: 5:00 P.M. on Monday 2 July 

2018

( 3 )　Date and time for tender (by electronic tendering 

system): From Friday 13 July 2018 to Wednesday 18

July 2018 (9:00 A.M. to 8:00 P.M.; while the system is 

running)

( 4 )　Date and time for tender (by hand or registered 

mail): To arrive by 5:00 P.M. on Wednesday 18 July 

2018

( 5 )　Contact: Equipments and Facilities Division, 

Department of Police Administration, Kochi Prefectural 

Police Headquarters, 2-4-30 Marunouchi, Kochi City, 

Kochi 780-8544 Japan

Tel: 088-826-0110 (ext.2263)

( 6 )　Others: As in the tender documentation
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